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平成３０年度第１回 小金井市国民健康保険運営協議会 

平成３０年１０月２９日 

 

 

◎遠藤会長 こんにちは。定刻となりましたので、平成３０年度第１回国民健康保険運営協議

会を始めさせていただきたいと思います。 

 本日はお忙しいところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本来ですと、市長からご挨拶申し上げるところでございますが、市長が公務のため欠席でご

ざいます。本日は市民部長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

 それでは市民部長、よろしくお願いいたします。 

◎西田市民部長 皆さん、こんにちは。お忙しい中、ありがとうございます。日ごろから本市

の国民健康保険事業に多大なるご尽力をいただくとともに、市政全般にわたりましてご理解、

ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 先ほど会長のほうからございましたように、本来であれば市長からご挨拶すべきところでは

ございますが、公務の都合により出席できないということで、誠に申し訳ありませんが、代わ

って私からご挨拶申し上げます。 

 申し遅れましたが、私は本年４月１日付で市民部長に就任いたしました西田と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 さて、国民健康保険は制度の持続可能性を高めるため、本年４月から大幅な制度改革が行わ

れました。新たな制度の滑り出しは、全国的におおむね順調だったように聞いております。本

市におきましても、昨年度本協議会からいただいた答申に則しまして、条例改正や予算措置な

どの準備を進め、新しい制度のもと、粛々と運営を行っているところでございます。 

 本市の国保における財政状況でございます。区市町村が保険者として制度全ての運営を行う

という改革前の制度のもとでの最終年度となりました平成２９年度の決算ですが、歳入歳出差

引額の収支は前年度に引き続き黒字となり、一般会計からの法定外繰入の額は、前年度決算額

より減額となりましたが、恒常的な財源不足の解消までには至ってございません。しかしなが

ら、大幅な制度改正を見据えまして、計画的に保健事業等の充実による医療費の抑制や、保険

税率改定に努めてきたことにより、国保財政収支の一定程度の改善は図ることができたと思っ

ております。 

 本日は２時間程度のお時間になりますが、制度改革前の最終年度の国保特別会計の決算と、

制度改革初年度の予算につきまして報告をさせていただきますので、これまでの議論なども振

り返っていただきまして、今後のご審議の参考していただければ幸いでございます。 

 本年度も皆様方のご理解とご協力を賜りながら、国民健康保険制度の円滑な運営に努めてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 
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◎遠藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、本運営協議会の委員を退任された方、新たに就任された方がいらっしゃいますの

で、事務局より報告をお願いいたします。また、事務局職員の紹介もあわせてお願いいたしま

す。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課長です。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、退任された委員のご報告、就任された委員のご紹介をさせていただきます。 

 まず、退任された委員のご報告をさせていただきます。 

 被保険者を代表する委員の区分としてご就任していただいておりました松本敏朗委員ですが、

３月末で被保険者の資格を喪失されましたので、本運営協議会の委員の区分としての被保険者

ではなくなったことから、委員の退任となりました。 

 続きまして、被用者保険等保険者を代表する委員の区分としてご就任いただいておりました

近藤正委員でございますが、辞職届が提出されましたので、委員の退任となりました。 

 それでは、新たにご就任された委員のご紹介をさせていただきます。 

 被用者保険等保険者を代表する委員の区分として、東京都被用者保険等保険者連絡協議会か

らご推薦をいただきました柳田秀文さんにご就任いただいたところでございます。本日は欠席

する旨のご連絡をいただいております。なお、委嘱状については、就任時に本運営協議会の開

催が未定であったことから、郵送とさせていただいたことをご報告いたします。 

 続きまして、事務局の職員に人事異動がございましたので、改めて紹介をさせていただきま

す。 

 市民部長の西田でございます。 

◎西田市民部長 よろしくお願いいたします。 

◎高橋保険年金課長 納税課長の吉田でございます。 

◎吉田納税課長 吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

◎高橋保険年金課長 国民健康保険係長、伊藤でございます。 

◎伊藤国民健康保険係長 伊藤でございます。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 同じく主査、野村でございます。 

◎野村国民健康保険係主査 野村です。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 同じく主事、平島でございます。 

◎平島国民健康保険係主事 平島でございます。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 納税課納税係長、磯端でございます。 

◎礒端納税係長 磯端でございます。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 私は、保険年金課長の高橋でございます。本年度もよろしくお願いいた

します。 

 以上になります。 
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◎遠藤会長 ありがとうございました。委員名簿につきましては、机の上に配付をさせていた

だいておりますので、ご確認ください。 

 それでは、議事に入る前に、本会議の成立の可否について、事務局から報告をお願いいたし

ます。 

◎伊藤国民健康保険係長 それでは、本会議の成立の可否についてご報告いたします。 

 現在、定数１７名中、１２名のご出席をいただいております。なおかつ、条例で定めており

ます第１号から第３号の各委員１名以上のご出席をいただいておりますので、運営協議会規則

に基づく定足数に達しております。したがいまして、本会議は成立しておりますので、この旨

ご報告いたします。 

 なお、鈴木委員、池田委員、柳田委員からは、本日欠席する旨のご連絡をいただいています

ので、お伝えいたします。 

 以上です。 

◎遠藤会長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の配付資料の確認をいたします。事務局、お願いいたします。 

◎伊藤国民健康保険係長 それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず１点目、予算決算関係でございます。参考に、平成２９年度国民健康保険の決算関係の

資料として、「平成２９年度歳入歳出決算書」「平成２９年度主要な施策の成果に関する説明

書」「平成２９年度事務報告書」もお配りさせていただいております。２点目、保健事業関係

でございます。３点目、運営協議会開催日程関係でございます。以上３点につきましては、事

前に送付させていただいております。 

 次に、机の上に配付しております資料３点でございます。「本日の日程」、「委員名簿」、

「運営協議会開催日程について」でございます。 

 以上でございますが、資料の不足の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 以上です。 

◎遠藤会長 それでは、早速議事に入ります。 

 まず、会議録署名委員の指名ですが、渡辺委員と吉田委員にお願いいたします。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。日程第１「平成２９年度小金井市国民健康保健

特別会計決算の概要について」及び、日程第２「平成３０年度小金井市国民健康保険特別会計

予算の概要について」につきましては、予算決算ということで関連がございますので、一括で

議題といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎遠藤会長 ご異議がないようですので、日程第１及び日程第２は一括として議題といたしま

す。 

 事務局の報告を求めます。 

◎高橋保険年金課長 それでは、大変恐縮ですが、着座にてご報告させていただきます。 
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 日程第１「平成２９年度小金井市国民健康保険特別会計決算の概要について（報告）」につ

きまして、ご説明をさせていただきます。 

 決算関係の資料１ページをご覧ください。 

 本市の状況ですが、年度末の被保険者数は２万４,０７９人で、これを前年度末と比較すると、

８０９人の減となりました。内訳は、被保険者数が５６０人の減、退職被保険者数等は２４９

人の減で、前年度に引き続いての減少ですが、前年度よりも減少人数は小さくなりました。な

お、被保険者数につきましては、決算関係書類の「主要な施策の成果に関する説明書（抜粋）」

１１３ページに記載がございますので、後ほどご覧ください。 

 それでは、決算総額でございます。歳入は１１５億８,４２２万１千円で、予算に対し７億７,

９９７万６千円の減、歳出は１１４億１,６９０万８千円で、予算に対し９億４,７２８万９千

円の減となり、歳入歳出差引額は１億６,７３１万３千円でございます。実質収支は、平成２８

年度に引き続き黒字となりました。主な要因は、被保険者数の減少に伴う保険給付費等の減な

どでございます。 

 それでは、歳入から主な項目についてご説明いたします。 

 １、国民健康保険税につきましては、予算との比較では３,５３８万６千円の増となっていま

す。現年賦課分では、調定額は当初予算時の見込みを下回りましたが、収入率が予算では９４.

０％としたところ、決算では９６.８％で、予算時の見込みを上回っております。また、滞納繰

越分につきましても、収入率が予算時３５.０％と見込んでいたところ、決算では４５.９％と

なってございます。現年賦課分、滞納繰越分の合計の収納率は８９.４％となり、前年度決算時

と比べ、４.１ポイントの増となりました。 

 少し飛びますが、１１、諸収入、１、延滞金・加算金及び過料のうち、延滞金につきまして

も、国保税の収入率の向上に伴い、予算２,５１５万円を上回り、４,１８６万２千円の増とな

っております。 

 お戻りいただき、３、国庫支出金のうち、国庫負担金は、被保険者数の減や薬価改定に伴う

保険給付費減少の影響により減となってございます。国庫補助金は、国保税の収入率や特定健

診の受診率などの成績による交付があり、２９年度の国の特別調整交付金では６,４８９万円の

交付で、前年度比５１５万円の増となりました。また、保険者努力支援交付金の前倒し実施分

は、２９年度２,０５５万３千円が交付されており、前年度比６７９万７千円の増でございます。 

 ２つ飛んで、６、都支出金のうち、都負担金は、被保険者数の減や薬価改定に伴う保険給付

費減少の影響により減となってございます。都補助金にも、先ほどの国庫補助金と同様に収入

率や健診の受診率などの成績による交付があり、２９年度の都の特別調整交付金では、前年度

比９万８千円の増となりました。また、都費補助金の健全運営化分として、１億６,５０４万２

千円の交付があり、前年度と比較して８,４２３万３千円の増となりました。 

 少しお戻りいただいて、４、療養給付費等交付金は、予算比で３７.８％の減ですが、前年度

決算との比較でも、５０.３％の大幅な減となってございます。退職被保険者人数が大きく減少
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し、対象の保険給付費も減少することから、歳入の交付金も減少となるものです。 

 歳入７、共同事業交付金です。こちらは都内の全区市町村により実施されている事業で、急

激な保険給付の上昇等に備えるもので、保険給付の一定額について交付され、その分の原資を

過去３年の医療費等に基づき案分し、歳出として拠出するものです。歳入の共同事業交付金で

は、被保険者数減などに伴う保険給付費減少の影響により、予算に対し１億８,３１４万２千円

の減、歳出７の共同事業拠出金では、同様の理由により、予算に対し３億６,２８５万９千円の

減となってございます。 

 次に、９、繰入金の１、他会計繰入金の４、その他一般会計繰入金でございます。法定外の

一般会計繰入金でございまして、実質的な赤字補塡とも呼ばれております。当初予算額８億８,

５００万円に対し、決算額２億５千万円となっています。これは歳入歳出の収支が赤字になら

ないよう、必要な額を見込み、繰り入れたことによるものです。 

 １０、繰越金は、平成２８年度決算の実質収支の黒字分を繰り越したものです。 

 続きまして、歳出になります。 

 資料右側、２、保険給付費でございます。予算に対し５億３,７４２万３千円、７.７％減と

なっており、前年度決算額に対し３.６％の減となりました。前年度決算対比の内訳の主なもの

は、療養諸費が３.１％の減、高額療養費が６.７％の減、出産育児諸費が１３.９％の減となっ

ており、薬価改定や被保険者数の減などにより給付費が減少となりましたが、１人当たりの給

付費は微増傾向となってございます。 

 ８、保健事業費です。特定健康診査等事業費は、特定健診、保健指導のいずれも、前年度に

比べて利用者数が減少しており、予算に対し２,０２２万５千円、１９.８％の減となりました。

また、保健事業費では、データヘルス計画に基づき、データヘルス事業を実施しましたが、糖

尿病性腎症重症化予防事業が、対象者数に対し、利用者が７.７％になったことなどから、予算

に対し８２０万円、２６.７％の減となりました。保健事業の実績等は、決算関係資料の「平成

２９年度事務報告書（抜粋）」の１２４、１２５ページの（４）及び「主要な施策の成果に関

する説明書（抜粋）」の１１６ページ、７に掲載しております。また、日程第３「第１期デー

タヘルス計画及び第２期特定健康診査等実施計画の評価及び見直しについて（報告）」にて、

後ほどご説明もいたします。 

 ９、基金積立金です。先ほど歳入の１０、繰越金で、前年度から繰り越した金額から、国や

都の支出金の返還金等を考慮し、補正予算に計上し、基金への積み立てを行いました。 

 款１０以降は省略とさせていただきます。 

 以上、雑駁ではございますが、平成２９年度国民健康保険特別会計決算の説明とさせていた

だきます。 

 それでは、続きまして日程第２「平成３０年度小金井市国民健康保険特別会計予算の概要に

ついて（報告）」につきまして、ご説明させていただきます。 

 予算決算関係の資料２ページ、「平成３０年度小金井市国民健康保険特別会計予算（概要）」
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をご覧ください。 

 平成３０年度からの制度改革により、都道府県も保険者となり、国民健康保険の財政運営の

責任主体となったことから、市の予算やお金の流れも大きく変更となりました。前年度と大き

く違うところについてご説明いたします。 

 まず、平成３０年度国民健康保険特別会計の当初予算の予算総額は１０５億６,１９３万円、

前年度に対し１７億９,６８０万６千円、１４.５％の減となっております。 

 それでは、増減の主な内容でございます。まず、資料の左側、歳入でございます。 

 款１国民健康保険税です。前年度当初予算に対し、１億９,２０１万３千円、７.３％の減と

なっています。平成３０年度の本市の保険税率等に関しましては、昨年度本運営協議会にて諮

問・答申いただいた内容のとおり、大きく３点の変更を行いました。賦課方式を３方式から２

方式へと変更、税制改正による医療分の賦課限度額の引き上げ、法定軽減の判定基準の改定で

ございます。改定による保険税の調定額への影響は、２千万円程度の増と試算していますが、

被保険者数が減少すると見込まれたことから、前年度当初予算比では減額となってございます。 

 次に、款３国庫支出金です。前年度対比２１億６,９８３万５千円、１００.０％の減となっ

ております。これまで市へ直接交付されていた定率負担分である療養給付費等負担金や、財政

調整交付金等の国からの公費が、３０年度からは東京都への交付と変わること、また、前年度

計上していた制度改革のためのシステム改修の補助金などがなくなったことなどから、ほぼ全

額減となります。残っているのは災害臨時特例補助金になります。 

 次に、款４都支出金です。５９億６,８２６万３千円、６９７.０％の増となっています。都

負担金は皆減となっていますが、都補助金は、国民健康保険事業都費補助金で、賦課率や収納

率などの健全運営化分を見込んでいるほか、新たに保険給付費等交付金として、当該年度の保

険給付費分の普通交付金や、保険者努力支援分等の特別交付金が都から交付されることになり

ます。 

 次に、款６繰入金です。２億４,８４３万４千円、１６.２％の減となっております。項１他

会計繰入金、目４その他一般会計繰入金は、いわゆる赤字補塡で、今後計画的に縮減、解消す

べきものとされています。昨年度の本協議会に税率改正の諮問を行った際には、７億５千万円

程度を見込んでいるとご説明しましたが、今年１月に本係数の納付金額が示され、数字が低く

なったことから、当初予算では７億５００万円の計上としております。また、項２基金繰入金

です。制度改革に伴い、当該基金の処分の要件を変更するため、国民健康保険事業運営基金条

例を改正しました。今後の基金の取り崩しは、納付金の支払いに不足が生じた場合、つまり保

険税収納額や保険者努力支援分等の特別交付金が見込みより大幅に少なくなり、赤字となった

場合などに想定されるため、当初は５００万円の計上とし、４,５００万円、９０.０％の減と

なっています。 

 次に、款０としています療養給付費等交付金と、その次の前期高齢者交付金です。いずれも

社会保険診療報酬支払基金から、区市町村ごとへの交付から東京都への一括交付に変更となっ
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たため、皆減となります。 

 次に、共同事業交付金です。制度改革により、納付金制度の導入や保険給付費等交付金によ

り、保険給付費に要する費用が全額都から交付されるため、事業廃止となり、皆減となってい

ます。 

 続きまして、資料の右側をご覧ください。歳出でございます。 

 款１総務費です。２９年度に計上した２年に一度の被保険者証の更新や、制度改革のシステ

ム修正に係る費用がなくなったことなどから、２,１４９万９千円の減となっています。 

 款２保険給付費です。前年度当初予算に対し、２億７,２３１万４千円、３.９％の減となっ

ています。１人当たり医療費は増加傾向にあるものの、被保険者数が減少していることから、

全体で保険給付費の減少を見込んでおります。 

 款３国民健康保険事業費納付金です。制度改革により、東京都が当該年度の保険給付費等に

係る費用を全て区市町村に交付するための財源として必要な額を見込み、区市町村ごとに定め

た納付金でございます。３５億３,７２９万５千円で、皆増でございます。 

 次に、款４保健事業費です。特定健診や特定保健指導、レセプトや特定健診のデータを活用

し、医療費の抑制を図るデータヘルス事業などの経費が計上されています。項１特定健康診査

等事業費では、特定健康診査等の実施に係る基準の変更があり、詳細検査の対象の増が見込ま

れることから、増となってございます。項２保健事業費では、前年度に計上した特定健診及び

データヘルス事業計画の策定支援委託料がなくなったことなどにより、減額となっています。 

 款７諸支出金です。過去にさかのぼった資格喪失などによる保険税の歳出還付が増加傾向に

あることから、９００万３千円、５４.８％の増となってございます。 

 最後に、款８予備費です。制度改革に伴い、給付費等の大幅な変動による予算不足のリスク

が小さくなると言われていることから、当初１４６万円を計上し、不測の事態に備えるものと

し、歳入歳出差引額の調整をしてございます。 

 少し戻りますが、款０となっています後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付

金につきましては、制度改革に伴い、東京都から支払基金へ一括して納付されることとなった

ため、皆減となります。 

 老人保健拠出金は、平成２０年４月の後期高齢者医療制度創設により廃止となり、経過措置

として２９年度まで残していたものが全て終了としたことから、皆減となります。 

 共同事業拠出金は、歳入の共同事業交付金と同様の理由により、皆減となってございます。 

 以上で説明を終了いたします。 

◎遠藤会長 事務局の報告が終わりました。これから質疑を行いますが、発言される前には挙

手をしていただき、指名を受けた後に発言していただくようお願いいたします。 

 それでは、何かご質問がありますでしょうか。 

◎吉田委員 よろしいでしょうか。 

◎遠藤会長 はい、吉田さん。 
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◎吉田委員 確認なんですが、実質収支に関する調書で、実質収支額が１億６,７３１万３千円、

この中に繰越金が５,３０３万３千円、これも含んだ額が実質収支額という形でよろしいかどう

かということの確認ですね。 

◎遠藤会長 はい。いかがでしょうか。保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 はい。そちらで構いません。 

◎吉田委員 そうしますと、実質収支額としては１億６,７００万となっていますが、繰越金が

入っているということで、それを引いた２９年度のみの収支額としては、繰越金を差し引いた

１億１,４２８万円、これが２９年度の本来の額という理解でよろしいか。繰越金を除けば１億

１,４２８万の、２９年度だけでいけばその金額になるということでよろしいですか。要は繰越

金がなかったとしたら、実際どうだったのという話で。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 こちらはあくまでも平成２９年度予算の歳入歳出の差し引きという形で、

１億６,７３１万３千円というものを出しています。確かにおっしゃるとおり、前年度から繰り

入れた部分というものがございますが、実際には前年度繰り入れたものから返還金等が入って

おりますので、実際に翌年度に繰り越した金額、１億６,７３１万３千円というところは動かず、

またその中から平成３０年度に２９年度から繰り越した分から、実際には清算分の返還金とい

うものが生じる形になっていますので、形式収支的にはまだ一般会計からの法定外繰入もして

いることですので、そこについては赤字となっている部分がございます。 

◎吉田委員 わかりました。ありがとうございます。 

◎遠藤会長 他にいかがでしょうか。平成２９年度の決算及び３０年度の予算に関しての報告

からということでございますが、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。他に質問はございませんか。森戸さん。 

◎森戸委員 これは議会でも言っていることではあるんですが、決算のその他一般会計繰入金

６億３,５００万円なんですけれども、これは丸々一般会計に繰り出していると。一般会計に戻

しているわけですよね。条例も、基金の条例改正もあったわけですけれども、今後の３０年度

の納付金の金額をきちっと納められるかどうかという状況なども考えると、ここを全額一般会

計に戻すのではなく、一定の割合を国民健康保険特別会計に残し、今後のさまざまな不足に対

する対応をすべきではなかったかと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 それからもう一つは、ちょっと前後して申し訳ありません。歳入の国民健康保険税の関係で、

増になっているわけです。滞納繰越分などの返済なども１割予算より増えたということであり

ました。決算年度を含めて、私たちのところには差押えに対する苦情が今まで以上になく寄せ

られました。滞納されている方の預貯金を全て差押えて、加入者に対して窓口に来る１つの手

段としてそういうことを行われてきたわけですけれども、あまりにも過酷な差押えで、非常に

多くの加入者の皆さんが傷つく、また会社にもそのことが知られ、大変な思いをされていると

か、年金生活者で自営業者の方も、非常に自分自身の生活をどうするのかということを含めて



－ 11 － 

混乱をされた方もいらっしゃいました。 

 税というのは払うのが義務なわけではありますが、しかしさまざまな生活状況、また営業の

不振などによって、税が払えないという状況に陥っている方が差押えられているというのは、

私はどうなのかなと思っております。今日納税課長さんもいらっしゃっておりますが、ぜひそ

の点でお願いしたいのは、生活全体を見た徴税を行うということと、必要であればフィナンシ

ャルプランナーを含めた対応、また多重債務などがある場合を含めて、きちっと相談をできる

体制を窓口の近くにつくって、一人一人の加入者に対する支援体制をとっていただきたいと思

っておりますが、いかがでしょうか。 

 以上です。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 １点目につきまして、答えさせていただきます。 

 こちらからお出ししている平成２９年度の決算概要の左側の款９のところの項１、４のその

他一般会計繰入金に対してご質問いただいたかと思ってございます。 

 こちらご覧になっていただくと、予算が８億８,５００万円あったところを実際には２億５,

０００万の繰り入れで済んだような形になってございます。こちらは、先ほどちょっとご説明

したとおり、赤字補塡ということで、２９年度の歳入歳出の、例えば国保税の収納であるとか、

あとはそれに対する歳出側の保険給付費の状況等で、不足する額というものを２億５千万円繰

り入れさせていただいたような状況でございます。先ほどお話がありましたのは、翌年度に持

ち越してというお話だったかと思います。３０年度に関して見れば、翌ページのところの同じ

６、繰入金の他会計繰入金のところ、予算が７億５００万という形になっていて、当初予算比

でいけば１億８千万減になっていますが、３０年度決めた保険税率や、被保険者数の見込み等

から算定いたしまして、それでも足りない部分を見込んで、この７億５００万という予算を組

んでいるような状況でございます。 

◎吉田納税課長 納税課長です。 

◎遠藤会長 納税課長。 

◎吉田納税課長 それでは、着座にて説明させていただきます。 

 差押えについてでございます。滞納が累積され、延滞金も発生することが考えられます。滞

納者にとっても不利益になるというところでございます。うっかり忘れ等もありますので、督

促状発付後には催告書や電話催告、場合によっては臨戸訪問等もして一定の催告をし、それで

も自主的な納付がない場合においては、差押えをしております。したがいまして、一定の手続

を踏んだ上での差押えを実施しているところでございます。 

 また、税については、税の公平性の確保も必要というところで認識しているところでござい

ます。また納税秩序の維持、納期内納付も引き続きお願いしていきたいというところで考えて

いるところでございます。 

 また、生活困窮者についてでございます。こちらにつきましては、納税者への支援といたし
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ましては自立相談サポートセンターを核といたしまして、必要に応じて地域福祉課、消費生活

相談、市民相談等への相談も行いながら、引き続き関係課等とも連携しながら、生活困窮にな

らないような形で相談体制を構築していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

◎遠藤会長 森戸さん。 

◎森戸委員 まず課長から赤字補塡という言い方をされましたが、赤字補塡ではないんではな

いかと。あくまでも国民健康保険税というのは、国民健康保険制度は社会保障制度であって、

しかも繰り返し申し上げますが、加入者が自営業者だったり、低所得者だったりするわけでし

て、その方々が安定して、またできる限り負担を軽減していくという意味で、このその他一般

会計繰入金というのはあるんだろうと思っています。ぜひ今後、被用者保険並みにした場合に

どのぐらいの税になるのかというのも試算していただきたいと思うんですが、被用者保険とは

違って事業者負担がないわけですよね、国保というのは。したがって、そこをきちっと見てい

く必要があると思っています。 

 私が申し上げたいのは、今年度の補正で、平成３０年度、２０１８年度の補正で、この６億

３,５００万でしたか、じゃない、今年度じゃない、すみません。この６億３,５００万円の繰

入金について、丸々一般会計に戻したことに問題があるのではないかと申し上げておりまして、

例えばこの１割でも国保に残し、基金に積み立てれば、今後の納付金を含めて、不足をした場

合に補塡をするなどを含めて、不測の場合に備えることができるのではないかと申し上げてい

るわけです。平成３０年度の予算は予算であって、この決算の処理の仕方が、私はもう少し検

討する必要があったのではないかと申し上げていますので、多分ここ平行線になるのかもしれ

ませんが、その点伺っておきたいと思います。 

 それから差押えでありますが、自主的な納付がないままということなんですけれども、私が

相談を受けた方々は、いろいろな方いらっしゃいますが、多くはやはりなかなか収入が安定し

なかったり、所得が低かったりしている方もいらっしゃいます。中には年金そのものを差押え

られている方もいらっしゃいまして、その方はご商売をやっていらっしゃったんですが、自分

の年金収入をそのお店の支払いなどに充てているために、国保税まで行き着かないという、そ

ういう状況の方もいらっしゃったわけです。非常に過酷な取立てが、結果として国保税の収入

増につながっているという点では、もう少し加入者の立場に立った徴税の在り方を検討してい

ただきたいなと思っております。 

 先ほど言われた生活困窮者の対応は、社会福祉協議会をはじめとして、いろいろなところ、

あと地域福祉課などだと思うんですけれども、しかし当面の税金を払うということができない、

社会福祉協議会の生活資金の貸付けが受けられるかというと、保証人もいなく、それも受け入

れられない状況になっています。今、社会福祉協議会の場所が庁舎から非常に離れているとい

うこともあって、そこまで行っていろいろな制度を受けるというところまでなかなか行き着か

ないということであります。また、債務を持っていらっしゃる方は、過払い金をきちっと手続
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をすれば、一定の収入を得ることができるわけでありますけれども、それも一旦弁護士などを

通じてやらなければならないなど、さまざまな乗り越える上での課題や壁があるかなと思って

います。そういうものをやはり市役所庁舎内で一括してできる体制をとって、過払い金が出れ

ばそれなりに国保税の払いも、本人が負担なくできるわけですから、ぜひそういう対応を行っ

ていただきたいなと思っておりますが、今の話だとここに何があります、何がありますという

ご紹介だけで、私はもっとそれを改善してほしいということを申し上げているので、ぜひその

点はお願いしたいなと思っておりますので、ご答弁をいただければと思います。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課長です。すみません。着座にて失礼させていただきます。 

 先ほど説明の中でもお話をさせていただきました。また、昨年の本協議会でもいろいろとご

説明をしたところですが、このその他一般会計繰入金、法定外の、いわゆる赤字補塡と言った

ことは先ほどお叱りをいただきましたが、こちらは計画的に縮減、解消すべきものとして、東

京都の３年間の運営方針等、または国のほうの方針等でも示されているものでございます。こ

れからどのように、この一般会計繰入金を解消するかというところについては、こちらのほう

も考えまして、ご提案できればと考えてございます。 

 また、予算に対して繰り入れなかった部分についても、一旦繰り入れて基金等に積み立てた

ほうがよかったのではないかというようなお話だったかなと思うんですが……。 

◎森戸委員 ちょっと違うな。 

◎高橋保険年金課長 繰り返しになりますが、不足部分を一般会計からいただくというような

形にしてございます。おっしゃられた方法については参考の意見とさせていただきたいと考え

てございます。 

◎吉田納税課長 納税課長です。 

◎遠藤会長 納税課長。 

◎吉田納税課長 それでは、差押え及び生活困窮者に対する対応でございます。 

 差押えについては、なかなかお支払いできないということで差押えを行う場合がございます。

その中でも収入が低かったりというところで、支払が難しい方については滞納処分の執行停止

も視野に入れながら、そういったどうしても払えないというような、そういう方については地

方税法にのっとって対応していきたいというところで考えております。 

 また過払い金等の関係でございます。こちらは先ほど関係課とも協力しながらやっていきた

いと思っているところでございますが、法テラス等ともその辺は連携をしながら行っていきた

いというところで考えております。 

 また相談窓口の体制については、現在やはり森戸委員言われるように、社会福祉協議会一定

距離があるというところで、その辺は社会福祉協議会、地域福祉課、納税課で、会議の場を持

って協議をしているところでございます。そういったところで議題に上げさせていただきなが

ら、連携を深めていきたいというところで考えております。 
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 以上です。 

◎遠藤会長 森戸さん。 

◎森戸委員 １点目なんですが、実は私たち共産党中央議員団で、厚生労働省に１０月初めに

行ってきました。この繰入金問題について、基本的に財政措置として支援できる体制を継続し

てほしいという申し入れを行ってきました。厚生労働省は、国保税をできる限り、今年から始

まっている国保税の新しい制度について、負担が極端に重くならないようにする必要があり、

繰入金をやってはだめだというふうには考えておりませんというのが、厚生労働省の担当の回

答だったんですね。ですから、計画的に縮減すべきものというふうには、国は言っていないん

です。もしそれが、東京都がそういうふうに解釈をしているとしたら、私はそこは東京都の解

釈が違うなと思うし、ぜひこの繰入金について、できる限り国保税を抑制していく上での財源

のコントロールの１つとして、残していくということも必要ではないかと。一定のところまで

はやっていかないと大変じゃないかなと思っています。厚生労働省とは赤字補塡問題も、ちょ

っと私もいろいろお互いにやりとりはしたんですけれども、厚生労働省としてはできる限り抑

制をしてほしいということでありましたので、その点はぜひ配慮をしていただきたいなという

ことは申し上げておきます。 

 それから差押えについては、滞納処分の問題で地方税法にのっとって行っていくということ

なんですが、基本的に国税徴収法では給与の全額差押えは禁止をされているはずだと思うんで

す。ただ、その給与が今、全部預金通帳に振り込まれるものですから、それが財産とみなされ

ていくという、非常に市役所側のというか、行政側の勝手な解釈なのかなと私などは思うわけ

ですが、ぜひ全額差押えは生存権にもかかわる問題ですので、これはやめていただきたいとい

うことだけ申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 ご意見でよろしいですね。 

◎森戸委員 はい。 

◎遠藤会長 他にいかがでしょうか。 

◎吉田委員 はい。 

◎遠藤会長 吉田さん。 

◎吉田委員 徴収の関係なんですけれども、私も徴収関係の仕事をやらせていただいたときが

あって、誰しも人の払えないところに行って納めてくれというのは嫌な仕事ですよね。でも、

多くの皆さんが、自分のお金だったらいいよと言えますけれども、やはり公金という中で市の

皆さんも非常に心を痛まれながらもやっていらっしゃると思います。そういう面では引き続き、

ご意見あったように皆さんの立場に立ちながらも、やっぱりやるべきことは使命感を持ってや

っていただく。自分もそうやって何とか、心折れそうなのを何とか耐えてきたというところが

ありますので、気持ちはよくわかります。お願いしたいと思います。 

◎遠藤会長 ご意見で。 
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◎吉田委員 はい。 

◎遠藤会長 他にいかがでしょうか。金井さん。 

◎金井委員 金井です。 

 ２９年度の特別会計決算概要で、国民健康保険税が予算に比べて決算のほうが増えているわ

けですよね。この決算、これは２９年度ですから、保険税の大きな改定はなかったわけですけ

れども、結果、先ほど伺っていますところによると、ちょっと正確には書き取れなかったんで

すが、収入率が予算よりも大きく上回ったというようなことを説明されていたと思うんですね。

そういうことは、先ほどの、それで一方では被保険者数は減っているわけですから、先ほどの

説明によると、やはり厳しく収納を促したということの反映が、ここに数字的にはあらわれて

いるのかなと思うわけですけれども、その辺はどういうふうに見ておられるのか、見解を聞き

たいと思います。それから、何というのですか、徴収に当たって、収入率というんですか、予

算に対する収入率というのがやっぱり上がっているんですよね。ですから、それはやっぱりそ

ういうことの反映なのかどうか、それをどう市としては見ているのかということをちょっと確

認させていただきたいと思い、それが１点です。 

 それから、その他一般会計繰入金というのは、厚生労働省のことを先ほど森戸委員が言って

おられますが、私もいろいろなところを調べてみましたら、厚生労働省はその他一般会計繰入

金全てについて減らせというようなことは言っていないんですね。ちゃんと色分けをして、必

要なものと必要でないものと、それは厚生労働省が形として決めたものがあって、そういう細

かい整理をしているんです。よく調べてみると、そういう細かい整理をしているので、それは

市のほうでは、国保課のほうではもう少しよく見てほしいと思うんです。何か全てが、赤字補

塡という言い方も私はおかしいと思っています。これはもう、国民健康保険は国保法の第１条

にも書いてあるように、保険料その他税金で賄っていくわけで、その足りない分は結局支援し

ていかなければ現実にはもう成り立たないというのは、これ皆さんがよく承知していることで、

全国の都道府県知事会でも平成３０年度に移行するに当たっては、１兆円ぐらいの国庫負担を

出さないとできませんよと言っているぐらいのことですから、やっぱりこの一般会計繰入金と

いうものについては、もう少し丁寧に扱っていかなければいけない、全て一路縮小するという

ようなことだけでは、現実にはやっていけないんではないかと。ですからもう少しそこは柔軟

に考えるということと、現実には、やはりこれが保険税を急激に上げない、皆さんが負担でき

る保険税で運営していくための大きな財源の１つなわけですから、このところはやはりそこを

肝に銘じてほしいと思います。 

 保険はあるけれども、病気になって保険料を払えなかったから医者にかかれないとか、途中

であれするなんていうようなことになってしまったら、国民健康保険は何のためにあるのかと

言われてしまうと思いますので、私はこの辺は非常に、その他一般会計繰入金については、一

路単純に縮小するというようなことではないと思います。厚生労働省も聞かれれば、それぞれ

の市町村が判断することですというふうに１年前の国会では答えているんです。ですから、そ
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ういうところもよく調べてほしいと思います。動きがいろいろあるわけですから、ただ単に東

京都が出した計画に従って、一生懸命優等生になってそれをやればいいということではなくて、

やはり加入者の健康を守っていくというところにぜひ力点を置いて、こういった財政運営も大

変だろうけれども、やっていってほしいと思います。 

 以上です。 

◎吉田納税課長 納税課長です。 

◎遠藤会長 納税課長。 

◎吉田納税課長 それでは、１点目の収納率の関係でございます。こちら２９年度につきまし

ては、現年度分及び滞納繰越分合わせて、前年度と比べて４.１％増加したところでございます。

この上がった要因といたしましては、特に現年度分になるのかなと思うんですが、未納者への

早目の対応や、あと平成２８年度から開始した自動電話催告等の成果があったのかなと考えて

おります。こちら先ほども申しましたが、税負担の公平性の観点から、またいろいろな取組を

行いながら、収納率向上に努めていきたいと思っております。 

 また、先ほど吉田委員のほうからもご意見いただいたところでございます。当然なかなか納

付できない方もいるというのは、担当課としても認識しているところでございます。そういっ

た意味では、個々に即した形の、納税者に寄り添った取組等を引き続き行っていきたいという

ところで考えているところでございます。 

 以上です。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課長。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 ２点目、繰入金のお話等含めて、さまざまご意見いただきました。先ほ

どご紹介いただいた、解消すべき繰入金、その他一般会計繰入金とそれ以外というものは、昨

年度、この運営協議会でも若干触れさせていただいていますが、そちらについては毎年とは言

わないですけれども、国のほうから示されるということは当然認識してございます。私どもと

いたしましても、国から言われている急激な負担増にならないようにということは、念頭に置

きながら考えているところでございます。ご意見としてとてもありがたいと思ってございます

ので、今後もそういう方向性は変わらず、ただ一方で、やはり制度を維持していくというとこ

ろの観点から始まった考え方もございますので、バランスをとりながら、今後の予算措置等に

反映していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

◎遠藤会長 金井さん。 

◎金井委員 別に納得したわけではないですけれども、今の時点ではそういう見解だというこ

とだと思うんですが、ちょっと先ほどの自動電話催告って、具体的にどういうふうにやってい

るんですか。 

◎吉田納税課長 納税課長です。 
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◎金井委員 もし、仮に私が滞納していたときにどういう形で電話催告がくるのか、そうした

らもう、何かどきっとしちゃって、心臓麻痺とか起こしたらどうするのかなと思って。突然か

かってきて、どうなんですか。どういうふうにやるんですか。 

◎遠藤会長 納税課長。 

◎吉田納税課長 それではご説明させていただきたいと思います。まず、電話催告につきまし

ては、市のほうで情報収集をしながら登録させていただいております。それで全件登録してあ

るかというと、わかる範囲で登録させていただいているところでございます。その中から一定

督促状を出して、一定の期間ですね。今大体１カ月ぐらい経つと、自動電話で未納、例えば国

民健康保険税の納め忘れはございませんかというような形で一定コール、機械音にはなるんで

すが、そういった形で電話をさせていただいてもらっているところでございます。中には当然

批判的なご意見もいただいているところではございます。やっぱり生身の人間が電話をかけて

くるべきじゃないかと。機械的じゃあ、ちょっと気持ちが伝わらないというようなご意見も正

直いただいているところでございます。そういったところも踏まえながら、引き続き改善して

いきながら、収納率向上の一助としてやっていきたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

◎遠藤会長 よろしいですか。 

◎金井委員 はい。 

◎遠藤会長 次、いかがでしょうか。 

 他にご質問がなければ、ここでこの議題を終了いたしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎遠藤会長 それでは、次に日程第３「第１期データヘルス計画及び第２期特定健康診査等実

施計画の評価及び見直しについて」を議題といたします。 

 事務局の報告を求めます。 

◎伊藤国民健康保険係長 それでは、日程第３「第１期データヘルス計画及び第２期特定健康

診査等実施計画の評価及び見直しについて」のご報告をさせていただきます。 

 近年、特定健診や診療報酬明細等の電子化の進展、国保データベースシステム等の整備によ

り、保険者が健康や医療に関する情報を活用して、被保険者の健康課題の分析や保健事業の評

価等を行うための基盤整備が進んできているところです。こうした中、本市においては、平成

２５年３月に第２期特定健康診査等実施計画を、平成２８年３月に第１期データヘルス計画を

策定し、保健事業を実施してきました。両計画とも、平成２９年度までの計画期間となってお

り、最終的な評価及び見直しを行いましたので、ご報告させていただきます。 

 それでは、資料１ページをご覧ください。 

 糖尿病性腎症重症化予防事業の取り組みについてでございます。 

 まず初めに、（１）ストラクチャー・プロセス評価でございます。当該事業の実施体制や実
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施方法、内容等について記載しております。実施内容をご覧ください。この事業の目的は、前

年度の特定健診等の結果をもとに、慢性腎不全に移行するリスクが高い被保険者を対象に、重

症化を阻止・遅延させるための保健事業を実施し、健康維持増進及び医療費の増加抑制を図る

ことを目的としております。その他については記載されているとおりでございます。 

 次に、（２）アウトプット評価でございます。当該事業の結果、実績について記載しており

ます。まず初めに２８年度でございます。前年度の特定健診等の結果から、対象者を１０６人

抽出し、その方に対して勧奨通知を送付したところ、１１人から応募、利用していただきまし

た。利用率は１０.４％、継続率は１００％でございました。続きまして、平成２９年度でござ

います。同じく前年度の特定健診等の結果から、対象者を７８人抽出し、６人に利用していた

だきました。利用率は７.７％、継続率は１００％でございました。第１期データヘルス計画の

目標値は、両年度とも３０人となっておりますので、達成状況は未達成ということでございま

す。 

 次に、（３）アウトカム評価でございます。当該事業を実施したことによる成果を記載して

おります。こちらについては、両年度とも病期進行者は０人ということで、目標を達成した状

況でございます。 

 （４）評価及び見直しでございます。本事業については、平成２８年度から開始した事業で

あり、実施対象者数も目標値を大きく下回る少人数でありました。そのため、評価がしづらい

部分がありますが、糖尿病性腎症における病期進行者が０人であったことや、終了時にアンケ

ートを実施したところ、利用者全員がこのプログラムに「参加してよかった」「まあ参加して

よかった」と回答しております。また、生活改善についても、今後の継続を意識している回答

が得られたことから、事業として成果はあったものと考えております。ただし、実施対象者数

については、目標値を大きく下回る状況ですので、見直しをしなければならないと考えており

ます。まず、対象者の選定方法についてです。平成２９年度までの対象者の選定方法ですが、

特定健診受診医療機関にて選定を行っていただいておりました。その結果、特定健診受診医療

機関がかかりつけ医ではない場合が多く、対象者として選定してよいか判断しづらい状況にあ

りました。そのため、平成３０年度以降は、対象者の選定方法を特定健診受診医療機関ではな

く、レセプトを活用してかかりつけ医に選定する方法に見直したところでございます。また、

資料に記載はしておりませんが、対象者の範囲について、２９年度までは疾病のリスクが高い

方のみを対象としておりましたけれども、疾病のリスクが軽度から中度の方でも保健事業が有

効であると考えるため、平成３０年度から対象者の範囲を広げるよう見直ししたところでござ

います。 

 次に、資料２ページをご覧ください。 

 ジェネリック医薬品差額通知事業の取り組みについてでございます。 

 まず初めに、（１）ストラクチャー・プロセス評価でございます。実施内容をご覧ください。

この事業の目的は、先発医薬品より安価な後発医薬品の利用を促進し、被保険者の負担軽減及
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び医療費の適正化を図ることを目的としております。その他については、記載されているとお

りでございます。 

 次に、（２）アウトプット評価でございます。この事業は平成２８年８月から実施しており、

その後、毎月発送している状況でございます。平成２８年度については８,０６０通、平成２９

年度は９,８３７通送付したところでございます。 

 次に、（３）アウトカム評価でございます。平成２８年度についてです。平成２９年３月診

療時点での後発医薬品普及率は５９.１５％で、先発医薬品から後発医薬品に変更したことによ

る削減効果額は１,３５０万７,５７１円でございました。続きまして、平成２９年度について

です。平成３０年３月診療時点での後発医薬品普及率は６３.６９％、削減効果額は５,０９６

万５,９６２万円でございました。後発医薬品普及率は、両年度とも目標値７０％でございます

ので、未達成ということでございます。 

 （４）評価及び見直しについてです。本事業については、目標は未達成でございましたが、

事業開始してから普及率は年々増加しております。また、医療費適正化が、削減効果額を見て

もわかるとおり、図れていますので、このまま継続実施していきたいと考えております。 

 次に、資料３ページをご覧ください。 

 医療機関受診勧奨通知事業の取り組みについてでございます。 

 まず初めに、（１）ストラクチャー・プロセス評価でございます。実施内容をご覧ください。

この事業の目的は、前年度の特定健診等の結果に異常値があるにもかかわらず、医療機関に受

診していない被保険者を対象に受診勧奨通知を送付し、適切な検査、治療を促し、重症化予防

を図ることを目的としています。その他については、記載されているとおりでございます。 

 次に、（２）アウトプット評価でございます。この事業は年１回受診勧奨通知を送付してお

り、平成２８年度は１９８人に、平成２９年度は１１９人に送付したところでございます。 

 次に、（３）アウトカム評価でございます。まずは平成２８年度についてです。受診勧奨通

知を１９８人の方に送付し、その後、資格喪失等により、最終的に効果測定が可能な対象者は

１８４人でした。そのうち２８人の方が医療機関に受診したことを確認し、受診率は１５.２％

でございます。続きまして、平成２９年度についてです。受診勧奨通知を１１９人の方に送付

し、全員が効果測定可能対象者となり、そのうち１６人の方が医療機関に受診し、受診率は１

３.４％でございました。両年度とも目標値は６０％でございますので、目標未達成ということ

でございます。 

 最後に、（４）評価及び見直しでございます。本事業は、前年度の特定健診等の結果により

対象者に受診勧奨通知を送付するため、前年度の特定健診等からかなりの日数が経ってからの

送付となってしまい、受診勧奨のインパクトが薄れてしまった可能性があると分析し、また、

当該年度の特定健診未受診者への勧奨にも効果があると考えられるため、平成２８年度の１０

月発送から、平成２９年度は８月発送に変更してみました。しかし、結果的には発送月変更に

よる効果は見られませんでした。両年度とも、受診勧奨通知文に糖尿病等の発症のリスク値を
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示していましたが、難しい指標が多く、対象者にわかりづらい内容となってしまったと考えて

おります。そのため、対象者にとってわかりやすい内容に見直しする必要があり、平成３０年

度からは「健康年齢」というものを表示して、自分が何歳相当であるか、自分の健康状態が視

覚的にわかりやすく表示するよう見直ししたところでございます。 

 次に、資料４ページをご覧ください。 

 特定健診・特定保健指導の取り組みについてでございます。 

 （１）ストラクチャー・プロセス評価でございます。実施内容をご覧ください。この事業の

目的は、生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行するため、自らの健康状態を把握して、

生活習慣を振り返る絶好の機会として、年１回特定健診を実施しております。また、特定健診

の結果から、生活習慣病のリスクがある方に対して早い段階から予防するため、必要な保健指

導を実施し、健康増進を図ることを目的としております。その他については、記載されている

とおりでございます。 

 次に、（２）アウトプット評価でございます。こちらに記載している数値は、最終的な実績

値である法定報告の数値を記載しております。法定報告については、毎年度、翌年１１月以降

に確定するため、平成２９年度の数値は出ていないので記載しておりません。まず初めに特定

健診でございます。特定健診の受診率は５３％から５５％を推移しており、大きな変動はなく、

一定の水準を保っている状況でございます。目標を達成できたのは平成２５年度のみで、その

他の年度は未達成となっております。次に、特定保健指導でございます。特定保健指導の実施

率は１５％から２５％で推移しており、年度ごとに変動がある状況で、目標は未達成となって

おります。なお、資料に記載しておりませんが、平成２９年度の速報値についてご報告いたし

ます。平成３０年５月時点での数値となります。まず特定健診です。受診者は８,９７６人、受

診率は５１.９％でございます。次に特定保健指導です。利用者は１１２人、実施率は１２.３％

でございます。なお、今申し上げた数値については、本日の資料、予算決算関係の参考資料で

ある事務報告書１２５ページに記載されておりますので、後ほどご確認ください。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 （３）アウトカム評価でございます。こちらについても、先ほどと同様の理由により、平成

２９年度については記載しておりません。メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減

少率について、平成２０年度比で、平成２９年度までに２５％減少という目標ですが、大きく

下回る状況で推移しており、目標未達成でございます。 

 最後に、（４）評価及び見直しでございます。すみません。ここで資料の訂正をお願いいた

します。（４）評価及び見直しについての四角で囲われているところですが、段落３つあると

思いますけれども、それぞれ最後の文章です。「検討・調整する必要である」と書いてありま

すが、「検討・調整する必要がある」に変更をお願いいたします。大変申し訳ありませんでし

た。 

 説明に戻ります。まず特定健診については、若年層の受診率が低いことから、いかにして若
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年層に受診してもらい、全体の受診率を向上させるかというのが課題となっていると考えてお

ります。そのため、若年層に対して興味を引くような受診勧奨に見直す必要があると考え、平

成３０年度から、先ほどの医療機関受診勧奨通知事業でも説明しました「健康年齢」というも

のを活用して、健康状態をわかりやすく可視化することで、特定健診の受診を促すよう見直し

したところでございます。次に、特定保健指導についてです。実施率が目標値を大きく下回る

状況であるので、未利用者への個別勧奨を強化する必要があると考えております。東京都や国

保連合会が実施する保健事業研修会等で、特定保健指導の実施率向上に有効と考えられる取り

組みとして、特定健診の結果説明時に初回面談を実施するというのがよく紹介されております。

実際実施率が高い自治体は、そのような取り組みをしている状況ではございますので、本市と

しても、将来的な実施に向けて研究する必要があると考えているところでございます。 

 最後に、第２期データヘルス計画、第３期特定健康診査等実施計画については、こちらにつ

いては昨年度の運営協議会にて諮問し、答申をいただきましたことから、平成３０年３月に策

定し、平成３０年４月から実施しているところでございます。今回の前期計画についての評価・

見直しも踏まえ、次期計画についても適宜見直していきたいと考えております。 

 説明は以上です。 

◎遠藤会長 事務局の報告が終わりました。何かご質問がございましたらお願いします。よろ

しいですか。永並さん。 

◎永並委員 糖尿病の重症化予防事業ですが、非常に利用率が１１人、６人と少ない状況です

よね。それで、とりあえず実施する、受講した方は進行が抑えられているということですけれ

ども、これによって医療費の節約効果というのはどの程度あるのでしょうか。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課長です。着座にて失礼いたします。 

 こちらにつきましては、やはり糖尿病の重症化をして透析等になった場合、１人当たり年間

の医療費が約５００万円かかるというふうに言われております。今回人数的には少ないのです

が、そちらの重症化を予防できたということでは、その参加者数分、悪い状況にはなっていな

いということから、人数分掛ける５００万円から、実際にかかっていらっしゃるその方々の医

療費を差し引いた分というのは、ある程度抑えられたというふうには考えております。ただ、

実際に、先ほどもご説明したとおり、まだまだ利用者のほうを増やしていきたいというふうに

は考えてございます。 

 以上です。 

◎遠藤会長 永並さん、よろしいですか。 

◎永並委員 はい。 

◎遠藤会長 他にいかがでしょうか。瀬口さん。 

◎瀬口委員 瀬口です。今のお話で、いわゆる糖尿病の重症化予防のためのこのプロジェクト

については、実際の効果が出るのは５年、１０年というところで、透析になるのをどれだけ防
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げたかということになってくると思うので、１年、２年でこのアウトカムは、データが悪くな

っていない、改善したというのをアウトカムとして評価するのはいいんですが、医療費として

削減されたかというアウトカムにすると、絶対にうまくいくわけはないので、これは少なくと

も５年以上は見ないと。５年以上見れば１人、ひょっとしたら透析にならずに済んだ人が出る

かもしれないなという、そのレベルの話だと思います。一応補足ということで。 

◎遠藤会長 じゃあご意見ということで。 

◎瀬口委員 はい。 

◎遠藤会長 他にいかがでしょうか。齊藤さん。 

◎齊藤委員 同じ件なんですけれども、ちょっとわからないので、まず。この対象者、平成２

９年は７８人で６人が利用したとありますよね。残りの人、まず１つはどういう予防、実際に

どういう予防を促しているのかなということと、残りの人たちに対してはどういう働きかけを

したのかなと。確かに利用率とか継続率って数字を見ますと、成果があったといえばあったと

いうことなんでしょうけれども、抽出した人数に対してあまりにも対象者数が少ないですよね。

なので、私の意見というか、希望としては、この数字だけで十分な成果があったといえばいえ

るんだけれども、そこで満足するわけにはいかないんじゃないかなと。要は抽出した人に対す

る、この利用した人があまりにも小さいから、数字は、パーセンテージとか見ればそうなのか

もしれないけれども、事業としてはこれで成功したのかなとはちょっと言いがたいんじゃない

かと思うんです。だから３０年度はもうちょっと実際に利用する人を増やさないと、効果が出

たとは僕は言いがたいと思うので、とにかく利用者数を増やしていただきたいなということで

す。 

 それからもう一ついいですか。もう１件。 

◎遠藤会長 はい。 

◎齊藤委員 もう１件は、この受診勧奨通知事業なんですけれども、ちょっとわかりづらいの

は、インセンティブっておっしゃっているのかな、具体的には健康年齢を表示して、それで受

診勧奨をしようとしているんですが、これ要するに受診勧奨対象者は健康年齢が実年齢よりも

高いということなんですか。あなたはこれを受けないと、どんどん実年齢よりも、要するに実

態としては悪いということを示したいのか、どうなのかなと。それからできれば受診していな

い人と同様、受診した人にも、どうせなら健康年齢を出してもらえないかなと。なぜかという

と、健康な人は、私は、例えば７０だったら６０代だというと、普通はますます自分の健康を

意識を高め、健康維持増進に努めるはずなんですよ。なので、勧奨のときだけ健康年齢じゃな

くて、受けた人に対しても、ご褒美として健康年齢を示したらどうなのかなという提案という

か、希望なんですけれども。 

 以上です。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 まずは抽出に対して利用者を増やしていきたいのは、私どももとても実
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際なんですけれども、なかなか強制しがたい部分もあり、なぜ私どもがこのプログラムを受け

て生活習慣を見直していただきたいのかというところを訴えながらやっているところではある

んですが、どういったところが皆さんの心に響くのかというところは、まだまだ検討する余地

があるところだと思ってございますので、考えていきたいと思います。 

◎齊藤委員 ちょっといいですか。あのね、何というのかな、対象者にこのままもっとどんど

ん進行していくと透析になっていきますよとか、こういうふうになるんですよという、いろい

ろどういうやり方をしているか、このベネフィットワン、私は会社自体は知っていますけれど

も、実際にどういうやり方をしているのかがわからないんですが、極端に言いますと、私の健

保時代にはある先生にやっていただいていたんですけれども、歌手の村田英雄が足切っちゃい

ましたよね。ただ、それはもちろん皆さんとお話しされたらいいんでしょうけれども、やっぱ

りこういうふうになっちゃうんだということを、こんなになっちゃうんだと。皆さんが困るん

ですよと、このまま進行したら。ある程度カラーじゃどぎついから白黒にするとか、ある意味

１つぐらい載せないと、なかなか数は増えないと思うんですよ。意外と私の経験から言っても、

被保険者でもやっぱり酒を飲んじゃう人もいまして、とんでもないなということだったんです

けれども、意外と痛くもかゆくもない人が多いから、自分に甘くなることもあるんですよね。

だからおどしじゃないんだけれども、こういう例だということぐらいは出してやらないと、な

かなかこの人数が増えないと思うんです。 

 たまたまこの１１人なり、６人という方は意識が他の人よりも高くて利用したと思うんだけ

れども、大体利用する人はあまり問題ない人なんですよ。受診する人は健康な人が結構多いか

ら、だけれども本当に受けて、受診してほしい人は意外と受診しないというのが一般的なので、

本件も抽出した数に対してもっと、３０人にも満たないんですけれども、少なくとも３０人で

すか、目標。これを目がけて、もうちょっとベネフィットワンに一工夫してほしいと。担当課

の方もベネフィットワンが実際何をやっているんだか、私はむしろベネフィットワンを誰がど

ういう選考のもとに選んだかということも興味があるんですけれども、多分３社ぐらいを並べ

ていろいろ出させて、最終的にベネフィットワンを選んだんですが、その辺も興味はあるんで

すけれども、とりあえず置いておいて、ベネフィットワンにちょっと人数を増やすような策を

出しなさいと。実際何をやっているのか、担当課で何をやっているか把握されていれば、もち

ろん結構なんですけれども、そうじゃなければ、少なくとも何をやっているんだと。任せきり

じゃなくて。そこまで突っ込んでいかないと、数字はなかなか増えないんじゃないかなと思い

ます。 

 以上です。 

◎遠藤会長 すみません。最初の質問の２番目の質問のご答弁からお願いします。すみません。 

◎高橋保険年金課長 まずは受診勧奨の見直しの件でございます。 

 受診した人にも出してほしいというようなご意見いただきました。こちらについては研究さ

せていただきたいというか、ご意見として承って、実現できるかどうかを考えてみたいと思い
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ます。 

 次に、ちょっと戻りまして、先ほどのどういったふうな、対象として抽出した人に案内をし

ているかというお話です。先ほどおどしじゃないですけれども、このまま放っておいて、もし

重症化してしまうとこういうふうになってしまうよというようなものは、その委託業者のほう

で考えたペーパーを一緒に入れてお送りしているわけですが、その中でやはりご案内をしてい

ます。手足の血管障害で壊疽によって切断があるんだよとか、網膜の血管がもろくなることが

あるので急激な視力の低下、そのうちには失明をしてしまうんだよとか、あとは腎機能の低下

によって、最終的には人工透析になってしまうというようなこと、一般的に言われているよう

なことは案内をした上でのことではございます。その上でかかりつけ医のお医者様等にご相談

いただいて、今のご本人の状態を書いていただいて、こういう事業は参加したほうがいいよと

いうようなお墨つきをいただいた方に対して実施をしているというようなことです。ただ、お

っしゃるとおり、これを受け取った方が、まずは自分、ご自身でやる気になっていただいて、

かかりつけ医の方に相談に行っていただかないと、もう案内ができないような状況にはなりま

す。ただ、初めにこちらで抽出した方については最初にご案内もしますし、お電話等で個別に

事業への参加を促すというようなことも、委託内容の中には入っておりますので、ご意見いた

だきました利用者の拡大ということにつきましては、今後とも私どもも業者にお願いをしなが

ら考えていきたいと思ってございます。 

◎齊藤委員 ちょっとすみません。いいですか。 

◎遠藤会長 齊藤さん。 

◎齊藤委員 ちょっと忘れたことなんですけれども、これ抽出と書いていますよね。１０６人

だ、７８人というんですけれども、実際に該当する人というのは何人、もっと多いわけでしょ

う。糖尿病性腎症重症化、糖尿病の方ですよね。多分。推測するに。だからこの対象者という

けれども、実際抽出した人数じゃなくて、実際に何人、もっといるわけですよね。だからその

人数がどのくらいいるのかなと、ちょっと今興味が湧いたんですが。 

◎伊藤国民健康保険係長 国民健康保険係長です。 

◎遠藤会長 国民健康保険係長。 

◎伊藤国民健康保険係長 まず、糖尿病性腎症重症化予防の対象者についてなんですけれども、

まずⅡ型糖尿病性腎症の患者であって、人工透析導入前の者で、国民健康保険に加入している

人が条件です。で、抽出の方法としては、保険年金課のほうで前年度特定健診等の結果から基

準に該当する方を抽出しておりまして、その合計が２９年度でいうと１３４名で、そこから２

９年度については特定健診受診医療機関のほうで選定を行っていただきまして、７８名抽出し

ております。で、その中で案内を送付し、６名の方から応募いただいた状況でございます。 

 以上です。 

◎齊藤委員 議長、いいですか。 

◎遠藤会長 はい、齊藤さん。 
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◎齊藤委員 それで、２９年度でいえばⅡ型の対象者が１３４名と言われたんですけれども、

この、要は６人しか利用していないですが、わかりやすく言えば１３４人の人の進行ぐあいと

いうんですか、悪化度合いというのかな、数値の減少、せめて減少しなくても現状維持だとか、

いや、ちょっと悪くなっていると、抽出しなくてもわかることはできないんですか。 

 ごめんなさい。例えば２８年に戻ろうか。２８年度に対象者ってわかるわけですよね。その

人たちが２９年度も受診しているという場合に、この抽出して対象になった人以外の進行度合

いというのか、それは把握可能なんですか。まだその辺がちょっと、利用者だけ見られるのか、

利用者だけじゃなくて、受診さえしていれば、その他の人もわかるんじゃないかと思うんだけ

れども。悪化度合いというのは。どうなんですか。そもそも仕組みがちょっとわからないので、

変な質問になっちゃう。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 あくまでも１ページのアウトプット評価に出てきている数字のところに

ついては、その前に特定健診を前年度に受けていらっしゃる方ですので、４ページの（２）の

アウトプット評価、例えば２８年度であれば前年ですので、２７年度の８，８７５人のうち、

健診の結果が一定の、こちらで引っかける基準に対して１０６人の方が対象として出てきたと

いうふう、ごめんなさい、１０６人じゃない、百三十何人という形で出てきたということなん

です。で、国民健康保険の被保険者の方が特定健診の対象者になっていますので、当然翌年度

にも同じ方がいらっしゃれば、どうなっているかということは個別には……。ちょっと追うこ

とができるかどうかも含めて考えますが、ただ、基本的には先ほどお話ししたとおりに、３０

年度以降については、対象とする基準ももう少し幅広く、重度一歩手前の人だけではなくて、

軽度、中度の人を対象とするように考えてございますので、そうするともう母数から変わって

しまうような形にはなります。 

◎齊藤委員 わかりました。 

◎吉田委員 齊藤さんがおっしゃりたいのは、要は対象者は絞ってこれは出ているけれども、

対象者で参加していない方が去年の結果と今年の結果で、悪くなっているのか、よくなってい

るのか、やはり市としてはそこも把握されたらどうですかというご意見だと受けとめました。 

◎高橋保険年金課長 わかりました。 

◎齊藤委員 なぜかといいますと、私も受けているんですけれども、要するに３年間の値が出

ているわけですよね。我々にも知らされているわけですよ。だから、この実際に受けた１１人

とか、９人だけじゃなくて、ああ、６人か、その他に対しても把握ができるんじゃないかなと

いうのが私の質問の原点なんです。 

◎高橋保険年金課長 すみません。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 今お話ししたとおりに、一番最新の、できるだけ最新の状況から抽出を

かけているところですが、データの分析という点ではおっしゃるとおりだと思いますので、そ



－ 26 － 

ういうことが、ちょっと簡単にできるかどうかあれなんですけれども、こちらとしてもある程

度把握ができると思いますので、考えてみたいと思ってございます。 

◎吉田委員 切り口としてだんだん悪くなっている人がいれば、そういうふうに悪くなってい

るよというアプローチの仕方もあるということだと思います。 

◎齊藤委員 そうですね。こういう仕組みだけじゃなくて、できるんじゃないかと私は思って

はいる。 

◎遠藤会長 すみません。それでは次に行ってよろしいでしょうか。 

◎齊藤委員 はい。 

◎遠藤会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 はい、黒米さん。 

◎黒米委員 すみません。１つよろしいですか。今、お話伺っていて、おっしゃることはもっ

ともだと思うんですが、実は僕もメタボ健診の講習を受けませんかと昔いただいたことありま

す。で、僕今、５７歳です。僕より目上の方いっぱいいらっしゃるので、ちょっと自分たちが

５０歳とか、６０歳で働いていたときのことを考えていただくと、たしか僕がいただいた書類

は、土曜日だか金曜日だか何かの、２時とか３時とかに講習会をやるわけですよ。そうすると

５０代の働き盛りの方が、その時間に、例えば極論ですけれども、ここから東京駅に会社に行

っている方が、金曜日のお昼２時に会社を退社して講習を受けに来るかといったら、そういう

ことはないと思うんですね。この結果から見ていくと、それはもう市の方がやっている以上し

ようがない。例えば夜の１０時にやればもっと来るかもしれないです。でも、市の方がやって

いると、それは無理なわけですよね。やっぱりこういう時間内にやっているわけですから。そ

うすると、データとしてどうなのかわからないですけれども、僕は１０人来ていると大したも

のかなというふうには考えています。 

 あとは個人で、本当に行けるのに、その時間には行けるけれども、本人が私は大丈夫、そう

いう考えで本人が受けない方もいると思います。その辺はちょっと把握のしようがないんです

けれども、今のご意見を伺っているともっともなご意見なんですが、やっぱり現実問題として

市の方がやる時間内ということの１つと年齢的なもの、やっぱり５０代、６０代ぐらい、糖尿

病になっている方というのも働いていらっしゃるので、なかなかそれを呼ぶのって難しいと思

うんです。例えば、さっきお話ししたように、こうなっちゃうよというのはみんな、例えばさ

っきのお話で透析になっちゃうよという結果を一緒に送ったとしても、なるのはわかっている

んだけれども仕事は抜けられないと。ですからなかなか難しいお話で、結論が出ないのかもし

れないんですが、１０人来れば僕は、今歯科からでも糖尿病の治療はすごく進んでいる時代で

す。皆さんもご存じかもしれないんだけれども、歯周病が糖尿病を悪化させるとか、我々も歯

周病の方には糖尿病が悪くなりますよという働きかけはしています。そうですね。我々という

か、僕は少なくともしています。で、歯科のほうも治療して、医科にも行ってくださいという

お話をしますけれども、失礼な言い方ですけれども、やっぱり行かないです。そうなったとき
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に、増やす努力はしていただいていいんですが、これ以上できることがあるのかなというのも

ちょっとご理解いただいて、やっぱり検討したほうがいいのかなという気はします。意見です。 

◎遠藤会長 はい。 

◎齊藤委員 ちょっとすみません。別に先生に反対するわけじゃないんだけれども、業者がや

っているわけですよね。実際にやっているのは。 

◎黒米委員 はい。 

◎齊藤委員 ですから、別に市の方が立ち会うことでは普通はないと思うし、ベネフィットワ

ン、要するに土日もやることは可能だと思うんですよ。例えば検診の場合は、検診車を出して

土日なんかやるわけですよ。受診率を上げるために。なので、今ウィークデーに限っておられ

ましたけれども、そういう工夫も、もしそうであれば、土日にベネフィットワンに計画させて、

そういう計画を立ててくださいとやればいいんですよ。だから限定する必要はないと思うんだ、

僕は。平日に。 

◎黒米委員 そうなんです。僕、土曜日にというのも講習会幾つかいただいたんですけれども、

僕実は土曜日７時まで仕事しているんですよ。ですから、土日の休みの方は多いんですけれど

も、全員がではないということと、そこでやはりお話しするのは医科の先生が絡んでくるので、

業者の方が、例えば土曜日、日曜日の夜遅い時間にやっていたとしても、じゃあそこに医科の

先生を呼んできて講習会をやっていただけるかというと、なかなかそこも難しいお話だと思う

んですよ。だからその辺の絡みが出てくるので、僕は何がいいというほどのお話じゃないです。

これが正しいとか、こうしなきゃいけないというお話じゃないんですけれども、今なかなか難

しいお話なので、僕は１０人来ればいいかなという。そんなお話で意見を出させていただいた

ので。 

◎遠藤会長 黒米さん、ありがとうございます。齊藤さんのおっしゃっている内容も、しかり

なんですよね。 

◎黒米委員 全くもっともなご意見だと思いますよ。 

◎遠藤会長 それで黒米先生のおっしゃっている内容も含みまして、市のほうにちょっといろ

いろな面で検討していただくということで、この件はよろしいでしょうか。 

◎黒米委員 僕は意見ですので、それで結構です。 

◎遠藤会長 それでは、他にご質問がなければ、この議題を……。金井さん。 

◎金井委員 これと直接関係あるかどうかわからないんですけれども、特定健診の案内をいた

だいたときの案内の中に、大腸がん検診について２回に分けてやるような案内が書いてあった

んですけれども、あれは具体的に、そういうのを見た人はわかるんですが、意外と知られてい

なかったりして、今回大腸がん健診を市内の医療機関で受けられた方が、昨年に比べて２千人

ぐらい減っているという、有料化の問題もあるんですけれども、ふうに聞いているんです。そ

れで、その大腸がん検診について、あとどういうことをするふうになっているのか、これは国

民健康保険だけの話ではないと思うんですけれども、でも、国民健康保険に入っている方もか
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なりいるわけですので、その辺ちょっと報告していただきたい。 

◎西田市民部長 市民部長です。 

◎遠藤会長 市民部長。 

◎西田市民部長 これは福祉保健部のほうでやっておりまして、現在事務的なもの、その他に

ついてのご答弁ができない状況ですので、次回のときにこちらからご報告をさせていただきた

いと思います。 

◎金井委員 そうなんですか。ちょっといいですか。 

◎遠藤会長 はい。金井さん。 

◎金井委員 もうそれは、あれは何月に来たかな、特定健診の案内自体すごく早過ぎているん

ですよ。 

◎遠藤会長 金井さん、今質疑している、議題に上がっている内容と、一般的な健康保険、健

康診断というのと違うので、一般的な健康診断はこの中だと思います。 

◎金井委員 いや、いいです。これとは直接関係ないんですけれども、ただ健診の関係のあれ

なので、それで現に１１月ぐらいに何か具体的なことがあるかのように書いてありましたので、

その辺をちょっと教えてもらいたい、報告してもらいたいと思って、もし今日答えられないと

いうことであれば、そういうことで結構ですけれども。 

◎西田市民部長 申し訳ありません。今日はちょっと。 

◎金井委員 ただ、次回なんていったって、１１月にやるみたい書いてありましたよ。ですか

ら、それは市民部長なら全体わかるんじゃないですか。 

◎西田市民部長 申し訳ありません。 

◎金井委員 だってそれは困りますよね。その辺ちょっとどうなっているのか、ちょっと調べ

ておいてください。 

◎西田市民部長 はい。 

◎森戸委員 すみません。 

◎遠藤会長 はい。森戸さん。 

◎森戸委員 多分金井さんおっしゃりたいのは、この特定健診の取り組みの評価・見直しの中

で、がん検診と同時実施をすることによって受診率を引き上げるみたいなことがあって、書い

てあるので、その大腸がん検診の実施率が下がっているのに、受診率が下がっているのに、ど

うやって特定健診の実施率を上げるのかなという率直な疑問から出ていると思うんですよ。 

◎西田市民部長 大枠の話ということですね。細かいどうのこうのではなくて。 

◎森戸委員 そうなんですよね。 

◎金井委員 すみません、言葉が足りなくて。 

◎森戸委員 いえいえ。 

◎西田市民部長 それでしたら、答弁させていただきます。 

◎遠藤会長 保険年金課長。 
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◎高橋保険年金課長 保険年金課長です。２９年度に関して、特定健診のお知らせは個別に対

象の方にお送りすることになってございますので、そこでご案内をできるがん検診についても

同封をするという。実際の事業は福祉保健部の健康課というところでやっているんですが、ま

ずは案内をして、こういうふうな日程でやっているんだよということをお知らせするというこ

とが、チラシの目的でございました。平成２９年度、そういうような形で試みをしてみました

けれども、３０年度以降についても、健康課のほうでこういうものを入れてほしいというもの

については対応するような形で、今進めてございます。 

 森戸委員からありました、最終的には、相互に特定健診もがん検診も受診率を上げていくこ

とは大きな目標として持ってございますので、どのような方向で、皆さんに双方の健診を知っ

てもらって受けていただくという行動につなげられるかは、福祉保健部とも話し合いをしなが

ら、今後のことは考えていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

◎遠藤会長 金井さん、よろしいですか。 

◎金井委員 それ以上答えられないならしようがないという感じです。 

◎遠藤会長 すみません。では、他に質疑がなければ、この議題を終了したいと思います。 

 次に、日程第４「平成３０年度小金井市国民健康保険運営協議会開催日程（案）」を議題と

いたします。 

 事務局の説明を求めます。保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 それでは、日程第４「平成３０年度小金井市国民健康保険運営協議会開

催日程（案）」につきまして、ご説明させていただきます。 

 運営協議会開催日程関係の資料１ページ、平成３０年度小金井市国民健康保険運営協議会開

催日程（案）をご覧ください。 

 制度改革後の本運営協議会の開催時期は、国が都道府県に示す納付金算定等に必要な係数の

提示時期や、都道府県が区市町村に示す納付金額や標準保険料率の提示時期に合わせて決めて

いかなければなりません。今年度の国や都のスケジュールは、昨年度とほぼ同時期になるとの

ことなのですが、資料のとおり、それを見込みまして今年度の協議会日程（案）を作成いたし

ました。 

 ご存じのとおり、本協議会の会議の成立については、委員定数の半数以上の出席かつ第１号

から第３号の各区分の委員１名以上の出席が必要であるため、事前に委員の皆様のご都合が悪

い日をお知らせいただくようお願いいたします。本日机上に配付しているアンケート用紙に、

既にご予定が入っていて出席ができない日時にバツを入れていただき、１１月９日までに事務

局へ返信用封筒にてご郵送願います。アンケートの結果、会議が成立しない場合は、再度別の

日程に変わることがございます。その際には、別途ご連絡をさせていただきます。 

 また、現在の委員の皆様の任期は、平成３０年１２月３１日までとなっています。次の任期

は、平成３１年１月１日から平成３３年１２月３１日までの３年間となります。日程（案）に
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あるとおり、年明けにも協議会を開催し、諮問を行う可能性がございます。本協議会は再任が

認められていることから、市民公募の委員の方にはぜひ再任をご了解いただければ幸いと考え

てございます。１１月１日号の市報に委員の公募の記事を掲載します。お知り合いに要件に該

当する方がいらっしゃいましたら、ぜひお薦めいただければ幸いでございます。 

 私のほうからは以上です。 

◎遠藤会長 事務局の説明が終わりました。何かこれに関してご質問がおありになったらお願

いします。 

 それでは、質疑がないようですので、これでこの議題を終了したいと思います。 

 次に、日程第５「その他」に入りますが、事務局から何かありますでしょうか。 

 保険年金課長。 

◎高橋保険年金課長 それでは、１点ご連絡申し上げます。 

 本日委員の皆様に、『国民健康保険必携２０１８』という本をお配りさせていただいてござ

います。内容的には国民健康保険制度の成り立ちから、国民健康保険制度の詳細にわたるもの

となってございまして、今年度からの制度改革にも対応した内容に改訂されてございます。比

較的コンパクトにまとめられてございますので、ご活用いただくようお願いいたします。 

 以上です。 

◎遠藤会長 他に皆さんから何かありますでしょうか。 

 それでしたら、これで今回閉じさせていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、本日の会議を終了したいと思います。ご協力ありがとうございました。

お疲れさまでした。 

 

１５時４８分 終了 
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